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Study about the Influences on Communities from the 
Coronation Ceremony of the Japanese Emperor（大
嘗祭斎田抜穂の儀） in the Latter Part of the Early 

Modern Period

Taku Yoshioka

要旨
　本稿は、文政元年・嘉永元年実施の二つの大嘗祭に関し、同祭祀で用いる
稲を収穫する儀式（斎田抜穂の儀）で利用する斎田の選定をめぐる地域社会
の動向について、丹波国桑田郡山国郷鳥居村・同国船井郡並河村の二つの村
落を事例に検討することを主要な課題としたものである。その際、抜穂の儀
に関する動向だけを追うのではなく、祭祀以外の部分での天皇・朝廷と地域
社会の関わり方についても考慮しながら分析を行った。
　検討の結果、①主基斎田の候補となった鳥居村と並河村は、いずれも当初
は斎田選定を拒否しようとしていたこと、②文政期に選定された鳥居村、嘉
永期に選定された並河村、そのいずれも選定拒否が認められなくなった際の
次の要求として、祭祀に要する負担を禁裏御料（皇室関係所領）で分掌する
ことを願い出ていたこと、以上の二点があきらかとなった。さらに、以上の
結果を踏まえた上で、天皇と民衆の関係を領主―領民という観点から捉え直
すことの必要性について主張した。

Key Word：the Coronation Ceremony of the Japanese Emperor / Territory of the Em-

peror (kinri-Goryo) / Suki-saiden / Torii village / Namikawa village
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金
を
支
払
っ
た
の
か
ど
う
か
は
記
載
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。

41　

文
政
期
大
嘗
祭
抜
穂
の
儀
の
準
備
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
嘉
永
期
に
つ
い
て
は
「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」
に
そ
の

詳
細
な
記
載
が
あ
る
。

42　

「
山
国
神
社
文
書
」
一
―
五
五
。

43　

拙
書
『
十
九
世
紀
民
衆
の
歴
史
意
識
・
由
緒
と
天
皇
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、
上
田
長
生
『
幕
末
維
新
期
の
陵
墓
と
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
二
年
）
ほ
か
。

44　

『
京
都
府
北
桑
田
郡
誌
』（
北
桑
田
郡
、
一
九
二
三
年
）
六
三
二
〜
六
七
七
頁
。
拙
稿
「
近
現
代
に
お
け
る
山
国
隊
像
の
変
遷
」（
坂
田
聡
編
『
禁
裏
領

山
国
荘
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
）。

45　

作
詞
能
勢
朝
次
・
作
曲
近
藤
義
次
。
な
お
、
こ
の
校
歌
は
山
国
小
学
校
（
戦
後
に
協
一
尋
常
高
等
小
学
校
か
ら
名
称
変
更
）
が
隣
接
区
の
黒
田
小
学

校
と
合
併
し
、
京
北
第
二
小
学
校
と
な
る
直
前
の
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
三
月
ま
で
校
歌
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
前
掲
拙
共
著
『
民
衆
と
天
皇
』

第
九
章
。

　
　
　
　
　

※ 

本
稿
は
坂
田
聡
氏
を
研
究
代
表
者
と
し
た
科
学
研
究
費
助
成
金
（
基
盤
Ｂ
・
研
究
課
題
番
号
：24320130

）、
筆
者
を
研
究
代
表
者
と
す
る

科
学
研
究
費
助
成
金
（
若
手
Ｂ
・
研
究
課
題
番
号
：15K16835

）、
筆
者
を
研
究
代
表
者
と
す
る
と
う
き
ゅ
う
環
境
財
団
研
究
助
成
金
（
学

術
研
究
・
研
究
課
題
番
号
第2015-08

号
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

「
並
河
陽
家
文
書
」
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
亀
岡
市
文
化
資
料
館
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
）。

26　

以
上
、
前
掲
『
大
嘗
会
史
料　

鈴
鹿
家
文
書
』
一
五
〇
〜
一
五
六
頁
。
史
料
番
号
三
二
、
三
四
。

27　

吾
八
郎
が
当
主
で
あ
る
鳥
居
家
は
、
名
主
（
み
ょ
う
し
ゅ
）
と
呼
ば
れ
る
中
世
以
来
こ
の
地
域
で
支
配
的
地
位
を
築
い
て
き
た
集
団
に
属
す
る
家
で

あ
り
、
京
都
代
官
所
に
よ
る
帯
刀
人
改
め
に
も
代
々
帯
刀
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
。
彼
が
帯
刀
麻
裃
姿
に
な
れ
た
の
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
る
。

な
お
、
同
参
し
た
神
職
達
の
家
も
す
べ
て
名
主
家
で
あ
る
。

28　

前
掲
『
大
嘗
会
史
料　

鈴
鹿
家
文
書
』
一
五
一
〜
一
五
四
頁
。
史
料
番
号
三
二
。
た
だ
し
、
主
基
斎
田
に
入
っ
た
住
民
の
人
数
に
つ
い
て
は
「
辻
健

家
文
書
」
一
六
―
一
。

29　

前
掲
『
大
嘗
会
史
料　

鈴
鹿
家
文
書
』
一
五
三
頁
。
史
料
番
号
三
二
。

30　

「
鳥
居
等
家
文
書
」
一
―
一
二
五
。

31　

「
鳥
居
等
家
文
書
」
一
―
一
二
六
。

32　

「
大
嘗
会
調
進
物
御
供
田
一
条
先
矩
書
抜
類
」。

33　

な
お
、「
山
国
神
社
文
書
」
の
写
真
デ
ー
タ
の
閲
覧
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
山
国
荘
調
査
団
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

34　

な
お
、
本
史
料
は
『
新
修
亀
岡
市
史
』
資
料
編
第
二
巻
（
亀
岡
市
、
二
〇
〇
二
年
）
八
〇
三
〜
八
〇
八
頁
に
部
分
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

35　

「
山
国
神
社
文
書
」
一
―
五
五
。

36　

草
野
正
裕
「
近
世
後
期
に
お
け
る
京
都
金
相
場
の
変
動
」（『
国
民
経
済
雑
誌
』
二
〇
七
―
一
、
二
〇
一
三
年
）。

37　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
三
。

38　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
三
。

39　

「
辻
健
家
文
書
」
一
〇
―
一
九
。
な
お
、「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」
に
は
見
舞
金
受
領
の
請
書
の
写
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

40　
「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
山
国
七
ヶ
村
以
外
の
村
々
と
の
交
渉
は
不
調
だ
っ
た
よ
う
で
、
今
後
に
つ
い
て
は
「
前
々

右
村
々
御
役
所
江
御
召
出
シ
之
儀
願
上
候
而
、
見
舞
金
弐
拾
両
か
山
国
並
か
之
見
舞
請
候
様
相
談
致
シ
候
而
、
其
上
一
統
連
印
ニ
而
請
書
差
上
候
様

取
計
可
致
」
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
丹
波
国
内
の
皇
室
関
係
領
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
桑
田
郡
の
土
田
村
（
除
御
料
）
が
あ
る
が
、
同
村
が
見
舞
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17　

「
利
田
家
文
書
」【
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
、
館
古
〇
六
七
】
甲
一
七
、
甲
二
五
。

18　

た
だ
し
、
筆
者
は
山
国
隊
の
出
兵
に
つ
い
て
も
、「
勤
王
」「
尊
王
」
観
念
の
発
露
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
は
立
た
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前

掲
拙
共
著
『
民
衆
と
天
皇
』
第
七
章
を
参
照
の
こ
と
。

19　

な
お
、「
鳥
居
等
家
文
書
」
の
写
真
デ
ー
タ
の
閲
覧
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
山
国
荘
調
査
団
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

20　

「
大
嘗
会
調
進
物
御
供
田
一
条
先
矩
書
抜
類
」（「
河
原
林
成
吏
家
文
書
」
二
四
。
な
お
、「
河
原
林
成
吏
家
文
書
」
の
写
真
デ
ー
タ
の
閲
覧
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
山
国
荘
調
査
団
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
）
に
よ
れ
ば
、
元
文
期
大
嘗
祭
の
斎
田
選
定
打
診
は
元
文
三
年
七
月
十
五
日
、
内
見
が

九
月
四
日
、
抜
穂
の
儀
実
施
が
九
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
選
定
打
診
の
時
期
が
文
政
期
・
嘉
永
期
大
嘗
祭
に
比
べ
か
な
り
遅
い
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
な
お
、
同
文
書
に
よ
れ
ば
、
抜
穂
の
儀
で
は
山
国
七
ヶ
村
に
私
領
の
五
ヶ
村
を
加
え
た
山
国
郷
全
体
か
ら
計
一
五
〇
人
が
抜
穂
・
刈
稲
に

参
加
し
た
と
い
う
。
禁
裏
御
料
以
外
の
村
々
の
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。

21　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
前
掲
拙
共
著
で
は
吾
八
郎
ら
が
四
月
三
日
に
代
官
所
を
訪
れ
た
と
記
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
記
し
て
訂

正
し
た
い
。

22　

鳥
越
憲
三
郎
ほ
か
編
著
『
大
嘗
会
史
料　

鈴
鹿
家
文
書
』（
柏
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
三
四
〜
一
三
五
頁
参
照
。

23　

た
だ
し
、
前
掲
『
大
嘗
会
史
料　

鈴
鹿
家
文
書
』
所
収
の
史
料
で
は
、
田
地
の
広
さ
は
「
三
十
一
間
四
方
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
一
五
〇
〜
一
五
四
頁
。

史
料
番
号
三
二
、
三
三
）。
史
料
の
性
格
上
、
こ
ち
ら
の
記
述
の
方
が
正
し
い
よ
う
に
も
思
う
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
「
鳥
居
等
家
文
書
」
の
記

述
に
従
っ
て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。

24　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。　

25　

こ
の
点
、
筆
者
は
前
掲
拙
共
著
『
民
衆
と
天
皇
』
の
中
で
、「
御
料
一
統
」
を
山
国
七
ヶ
村
を
指
す
言
葉
と
解
し
て
本
史
料
の
意
訳
を
掲
載
し
て
い
た

が
、
同
じ
傍
線
部
中
に
「
七
ヶ
村
ト
申
て
も
皆
困
窮
之
村
々
ニ
て
候
得
者
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
以
上
、「
御
料
一
統
」
を
山
国
七
ヶ
村
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
記
し
て
訂
正
し
た
い
。
な
お
、
山
国
七
ヶ
村
と
関
わ
り
の
深
い
増
御
料
の
村
々
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見

も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
じ
傍
線
部
の
中
に
「
増
御
料
」
の
「
増
」
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
御
料
・

新
御
料
・
増
御
料
の
禁
裏
御
料
全
体
を
指
す
言
葉
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
次
章
で
触
れ
る
除
御
料
や
元
准
后
御
料
が
含
ま
れ
て
い
る
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1　

岡
田
荘
司
『
大
嘗
の
祭
り
』（
学
生
社
、
一
九
九
〇
年
）
第
四
章
「
神
今
食
と
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
」
参
照
。

2　

同
『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）
所
収
。
初
出
は
『
日
本
史
研
究
』
三
七
二
、
一
九
九
三
年
。

3　

坂
田
聡
・
𠮷
岡
拓
『
民
衆
と
天
皇
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。
𠮷
岡
は
、
第
五
章
〜
第
九
章
、
終
章
を
執
筆
し
た
。

4　

除
御
料
と
は
、
上
皇
や
皇
太
后
な
ど
の
所
領
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
存
在
し
な
い
場
合
に
暫
定
的
に
そ
れ
ら
の
地
域
に
付
さ
れ

る
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
奥
田
晴
樹
「
幕
末
の
禁
裏
御
料
と
山
城
一
国
増
献
問
題
」（『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』
一
三
四
、
二
〇
一

二
年
）
参
照
の
こ
と
。

5　

拙
稿
「
近
世
後
期
地
域
社
会
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
権
威
―
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
郷
禁
裏
御
料
七
ケ
村
の
鮎
献
上
（
網
役
）
を
事
例
に
―
」（『
恵
泉

女
学
園
大
学
紀
要
』
第
二
八
号
、
二
〇
一
六
年
）。

6　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。
な
お
、「
辻
健
家
文
書
」
の
写
真
デ
ー
タ
の
閲
覧
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
山
国
荘
調
査
団
（http://yam

aguni.

blogspot.jp/

）
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

7　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。

８　

「
萬
記
録
書
」（「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
三
）。

9　

前
掲
拙
稿
「
近
世
後
期
地
域
社
会
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
権
威
」。

10　

阪
本
是
丸
「
近
世
の
新
嘗
祭
と
そ
の
転
換
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
号
、
一
九
九
一
年
）。

11　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。

12　

阪
本
氏
前
掲
「
近
世
の
新
嘗
祭
と
そ
の
転
換
」。

13　

前
掲
拙
稿
「
近
世
後
期
地
域
社
会
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
権
威
」。

14　

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』（『
群
書
類
従
』
第
五
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
、
所
収
）
参
照
。

15　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。

16　

「
辻
健
家
文
書
」
一
六
―
一
。

― 209 ―



近世後期大嘗祭斎田抜穂の儀と地域社会

（ 25 ）

で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

近
代
に
入
り
、
七
ヶ
村
が
属
し
た
桑
田
郡
は
北
桑
田
郡
と
南
桑
田
郡
の
二
郡
に
分
離
し
た
。
鳥
居
村
・
辻
村
・
下
村
・
塔
村
・
中
江

村
・
比
賀
江
村
・
井
戸
村
・
小
塩
村
・
大
野
村
・
初
川
村
の
十
ヶ
村
が
明
治
二
二
年
に
合
併
し
誕
生
し
た
山
国
村
は
北
桑
田
郡
の
所
属
と

な
っ
た
が
、
そ
の
北
桑
田
郡
の
郡
誌
と
し
て
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
都
府
北
桑
田
郡
誌
』
に
は
、「
本
郡

と
公
家
と
の
関
係
」
な
る
章
が
設
け
ら
れ
る
。
鳥
居
村
の
主
基
斎
田
選
定
の
歴
史
は
、
用
木
調
進
や
鮎
献
上
の
歴
史
と
共
に
、
地
域
と
皇

室
と
の
縁
の
深
さ
を
示
す
事
例
と
し
て
こ
の
章
の
中
で
記
述
さ
れ
た
44
。
山
国
村
の
内
部
で
も
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
創
立
六
〇

年
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
山
国
協
一
尋
常
高
等
小
学
校
の
校
歌
の
歌
詞
に
「
遠
き
御
代
よ
り
つ
ぎ
つ
ぎ
て　

雲
井
の
御
所
に
縁
深
く
御
杣

の
民
や
主
基
の
御
田　

又
は
か
し
こ
き
御
軍
の　

御
さ
き
と
な
り
て
つ
か
へ
つ
る　

歴
史
栄
あ
る
我
里
よ
」
45
と
歌
わ
れ
る
な
ど
、
斎
田

選
定
の
歴
史
は
住
民
達
の
郷
土
意
識
の
中
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

　

並
河
村
で
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
参
照
し
た
「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」
の
末
尾
の
部
分
に
は
、
他
の
箇
所

と
は
別
筆
で
次
の
よ
う
な
一
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

大
正
三
年
今
上
天
皇
嘉
仁
殿
下
ノ
即
位
式
執
行
ニ
当
リ
旧
記
書
類
ヲ
徴
シ
参
考
ニ
供
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
当
リ
、
本
書
及
ヒ
他
ノ
関
係
書
類

ヲ
京
都
府
庁
ニ
提
出
シ
タ
リ
、
依
テ
茲
ニ
其
所
以
テ
附
記
ス

　

大
正
天
皇
即
位
式
（
史
料
に
は
即
位
式
と
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
正
天
皇
の
大
嘗
祭
は
即
位
式
の
四
日
後
に
実
施
さ
れ
て
い

る
の
で
、
大
嘗
祭
を
含
む
表
現
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
）
に
際
し
、
大
嘗
祭
関
係
の
文
書
を
京
都
府
に
提
出
し
た
の
だ
と
い
う
。

「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」
を
提
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
斎
田
選
定
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
実
が
公
に
さ
れ
る
可

能
性
が
出
て
く
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
点
が
気
に
さ
れ
て
い
た
様
子
は
な
い
。
斎
田
選
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
よ
り
も
、

選
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

天
皇
の
政
治
的
・
社
会
的
な
地
位
の
絶
対
性
が
自
明
の
も
の
と
な
っ
た
近
代
日
本
社
会
の
中
で
、
斎
田
選
定
を
め
ぐ
る
往
時
の
葛
藤
は

忘
却
さ
れ
、
選
定
の
事
実
の
み
が
地
域
の
誉
れ
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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こ
と
は
、
誠
に
興
味
深
い
。
負
担
が
不
均
衡
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
発
想
は
、
最
終
的
に
皇
室
関
係
領
同
士
共
同
で
天
皇
・
朝
廷
の

要
求
に
対
処
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
へ
と
昇
華
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
毎
年
の
年
頭
・
八
朔
献
上
へ
の
対
処
法
と
の
類
似
性
を

看
取
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
文
政
期
・
嘉
永
期
二
つ
の
大
嘗
祭
で
の
鳥
居
村
へ
の
主
基
斎
田
選
定
打
診
に
対
し
、
山
国
七
ヶ
村
の
住
民
達
が
ど
の

よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
抜
穂
の
儀
以
外
の
部
分
で
の
七
ヶ
村
と
天
皇
・
朝
廷
と
の
関
係
性
の
実
態
や
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
時
に

鳥
居
村
と
同
じ
く
打
診
を
受
け
た
並
河
村
の
動
向
を
含
め
て
検
討
し
て
き
た
。

　

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
山
国
七
ヶ
村
が
年
頭
・
八
朔
献
上
に
つ
い
て
は
他
の
増
御
料
の
村
々
と
、
大
嘗
祭
抜
穂
の

儀
に
つ
い
て
は
並
河
村
を
は
じ
め
と
す
る
丹
波
国
内
の
皇
室
関
係
領
の
村
々
と
連
携
し
て
、
朝
廷
側
か
ら
の
要
求
に
対
処
し
よ
う
と
し
て

い
た
、
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
領
主
で
あ
る
天
皇
の
要
求
に
対
し
、
負
担
―
役
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う

―
の
均
衡
・
平
等
化
を
図
ろ
う
と
し
た
民
衆
達
の
叡
知
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
近
世
天
皇
と
民
衆
の
関
係
性
、
あ
る
い
は
、
近

世
天
皇
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
分
析
し
た
従
来
の
研
究
43
で
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
の
特
異
性
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
こ
の
「
一
領
主

と
し
て
の
天
皇
」
と
い
う
側
面
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
、
山
国
七
ヶ

村
や
並
河
村
は
大
嘗
祭
抜
穂
の
儀
へ
の
奉
仕
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
実
は
、
の
ち
の
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
の
飛
躍
的
上
昇
を
念
頭

に
置
い
て
み
る
な
ら
ば
極
め
て
衝
撃
的
な
事
実
に
映
る
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
代
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
国
役
・
助
郷
役
な
ど
の
臨

時
役
へ
の
負
担
を
経
済
的
困
窮
や
役
の
二
重
負
担
を
理
由
に
回
避
し
よ
う
と
す
る
、
藩
領
・
幕
領
を
問
わ
ず
全
国
で
広
く
一
般
的
に
見
ら

れ
た
民
衆
達
の
姿
と
、
何
ら
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
役
負
担
と
い
う
観
点
か
ら
天
皇
・
民
衆
の
領
主
―
領
民
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
が
、

近
世
民
衆
の
天
皇
認
識
を
め
ぐ
る
議
論
を
深
化
さ
せ
て
い
く
上
で
今
後
重
要
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
山
国
七
ヶ
村
と
並
河
村
が
大
嘗
祭
主
基
斎
田
を
務
め
た
こ
と
が
、
近
代
以
降
、
彼
ら
の
子
孫
を
含
め
た
地
域
の
住
民
達
の
間
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の
皇
室
関
係
領
の
村
々
に
も
こ
の
点
に
つ
い
て
掛
け
合
い
、
最
終
的
に
は
船
井
郡
に
所
在
す
る
野
条
村
・
池
上
村
・
日
置
村
・
観
音
寺
村

（
以
上
、
元
准
后
御
料
）、
氷
所
村
・
佐
切
村
・
越
方
村
（
以
上
、
元
御
除
料
）
の
七
ヶ
村
と
桑
田
郡
の
千
ヶ
畑
村
（
元
御
除
料
）
か
ら

合
同
で
金
十
両
が
渡
さ
れ
た
。
他
の
村
々
か
ら
の
見
舞
金
支
払
い
に
関
す
る
交
渉
は
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
40
、
こ

れ
ら
の
村
々
が
不
満
を
持
ち
つ
つ
も
最
終
的
に
は
支
払
い
に
応
じ
た
の
は
、
皇
室
関
係
領
ご
と
の
負
担
を
均
衡
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
並
河

村
・
山
国
七
ヶ
村
側
の
主
張
に
一
定
の
妥
当
性
を
看
取
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

４
、
祭
祀
執
行

　

こ
う
し
て
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
の
主
基
斎
田
は
並
河
村
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う
形
で
落
着
し
た
。
以
後
、
並
河
村
で
は
祭
祀
の
準
備
が

着
々
と
進
め
ら
れ
、
九
月
六
日
〜
八
日
に
内
見
の
儀
、
同
二
二
日
〜
二
五
日
に
抜
穂
の
儀
が
滞
り
な
く
実
施
さ
れ
た
41
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
祭
祀
の
準
備
に
当
た
っ
て
は
山
国
七
ヶ
村
か
ら
並
河
村
へ
「
御
供
田
之
作
方
、
造
用
入

高
仕
方
」
42
を
記
し
た
文
書
が
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
二
二
日
〜
二
五
日
の
抜
穂
の
儀
の
際
に
は
鳥
居
村
庄
屋
彦
六
と
塔
村
庄
屋
定
助
が
並
河

村
に
出
張
し
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
四
月
八
日
付
の
願
書
に
も
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
並
河
村
が
直
近
で
斎

田
選
定
を
受
け
た
の
は
寛
延
年
間
の
こ
と
で
あ
り
、
御
用
の
た
め
の
準
備
や
祭
祀
の
作
法
が
誰
に
も
継
承
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
文
書
の

譲
渡
や
村
役
人
の
派
遣
は
、
並
河
村
住
民
達
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
上
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
の
斎
田
選
定
に
関
す
る
動
向
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
①
主
基
斎
田
の
候
補
と
な
っ
た
鳥
居
村
と
並
河
村
の
い
ず

れ
も
が
斎
田
選
定
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
②
選
定
さ
れ
た
並
河
村
は
丹
波
国
内
に
所
在
す
る
皇
室
関
係
領
の
村
々
全
体
に
そ

の
負
担
を
割
り
付
け
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
た
こ
と
、
③
そ
の
願
い
出
自
体
は
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
村
落
か
ら
は
見
舞

金
が
支
払
わ
れ
、
ま
た
山
国
七
ヶ
村
か
ら
は
抜
穂
の
儀
実
施
の
時
期
に
村
役
人
が
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
丹
波
国
内
に
所
在
す
る
皇
室
関
係

領
の
村
々
の
間
で
一
定
の
協
力
関
係
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
、
以
上
の
諸
点
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

　

主
基
斎
田
に
選
定
さ
れ
た
場
合
の
取
り
決
め
が
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
の
段
階
で
丹
波
国
内
の
皇
室
関
係
領
の
村
々
の
間
で
結
ば
れ
て
い
た
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か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
て
い
る
た
め
作
法
を
心
得
て
い
る
者
が
い
な
い
こ
と
、
以
上
の
二
つ
の
理
由
と
、
両
者
が
共
に
「
同
御
支
配
」
＝

皇
室
関
係
の
所
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
「
抜
穂
御
用
」
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
際
は
両
村
共
同
で
御
用
を
務
め
て
い
き
た
い
旨
を
京
都

代
官
所
に
願
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
両
村
の
間
で
妥
協
が
図
ら
れ
た
が
、
共
同
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
は
こ
の
時
点
で
は
何
も
決
ま
っ
て
い
な
い
。
願
書
を
提

出
し
た
後
、
斎
田
を
並
河
村
に
選
定
す
る
旨
が
通
達
さ
れ
た
。
山
国
七
ヶ
村
側
か
ら
す
れ
ば
、
思
惑
通
り
の
結
果
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

３
、
見
舞
金
の
支
払
い

　

し
か
し
、
並
河
村
も
こ
の
通
達
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
同
村
は
京
都
代
官
所
に
対
し
、「
同
郡
組
御
所
御
料

村
々
江
高
割
ニ
而
御
請
被
下
候
様
並
河
村
ゟ
相
頼
申
候
」
38
、
す
な
わ
ち
同
じ
桑
田
郡
内
に
所
在
す
る
皇
室
関
係
領
の
村
々
で
費
用
を
高

割
に
し
て
御
用
を
務
め
た
い
旨
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
同
郡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
船
井
郡
で
あ
る
並
河
村
が
桑
田
郡

で
あ
る
山
国
七
ヶ
村
と
前
項
で
引
用
し
た
願
書
を
提
出
し
た
後
の
願
い
出
で
あ
る
の
で
、
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
丹
波
国
内
全
体
の
皇
室

関
係
領
の
村
々
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
本
稿
で
は
、
鳥
居
村
が
文
政
期
大
嘗
祭
の
斎
田
選
定
打
診
に
関
す
る
京
都
代
官

所
と
の
協
議
の
中
で
、
抜
穂
の
儀
に
要
す
る
費
用
を
「
御
料
一
統
」
に
割
り
付
け
て
ほ
し
い
、
と
の
主
張
を
し
て
い
た
事
実
を
確
認
し
て

い
る
。
両
者
の
主
張
に
は
、
禁
裏
御
料
全
体
と
丹
波
国
内
の
皇
室
関
係
領
と
い
う
範
囲
の
違
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
負
担
を
分
掌
す
る
べ

き
だ
と
い
う
共
通
し
た
主
張
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
皇
室
関
係
領
ご
と
の
負
担
が
不
均
衡
で
あ
る
こ
と
を
疑
問

視
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
よ
う
と
す
る
発
想
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
や
り
方
で
は
斎
田
選
定
は
卜
定
に
よ
り
選
ば
れ
た
地
域
が
担
う
と
い
う
原
則
が
空
洞
化
す
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ

ろ
う
か
、
代
官
所
は
こ
の
願
い
出
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
並
河
村
と
山
国
七
ヶ
村
で
は
相
談
の
上
、
今
回
は
選
定
を
受
け
な
か
っ

た
鳥
居
村
（
山
国
七
ヶ
村
）
の
側
が
並
河
村
に
対
し
「
見
舞
金
」
と
し
て
金
十
五
両
を
贈
り
、
以
後
の
大
嘗
祭
で
両
村
の
い
ず
れ
か
が
選

ば
れ
た
際
に
は
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
村
か
ら
二
十
両
を
進
呈
す
る
、
と
の
取
り
決
め
を
結
ん
だ
。
抜
穂
の
儀
に
関
わ
る
す
べ
て
の
御
用
が

終
了
し
た
の
ち
の
嘉
永
元
年
十
二
月
、
こ
の
十
五
両
が
山
国
七
ヶ
村
か
ら
並
河
村
へ
支
払
わ
れ
た
39
。
さ
ら
に
、
両
村
は
丹
波
国
内
の
他
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に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、「
何
分
大
切
之
御
供
田
故
御
料
ニ
而
相
勤
候
儀
宜
敷
候
間
、
造
用
持
合
ニ
而
茂
鳥
居
村
か
並
河
村
ニ
而

相
勤
候
様
被
仰
付
候
」
と
、
斎
田
は
「
御
料
」
が
務
め
た
方
が
良
い
の
で
費
用
を
持
ち
合
わ
せ
て
で
も
鳥
居
村
か
並
河
村
で
務
め
る
よ
う

指
示
し
て
き
た
と
い
う
37
。
朝
廷
内
で
の
認
識
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
京
都
代
官
所
は
、
斎
田
は
禁
裏
御
料
や
皇
室

関
係
領
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

両
村
代
表
は
ひ
と
ま
ず
代
官
所
を
退
き
、
協
議
の
上
で
次
の
願
書
を
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
、 

此
度
（
平
出
）
大
嘗
会
ニ
付
抜
穂
御
用
先
格
之
趣
を
以
御
調
被
成
下
候
処
、
鳥
居
村
者
文
政
度
も
御
用
被
仰
付
、
並
河
村
者
先

年
相
勤
候
趣
申
伝
へ
も
有
之
候
ニ
付
、
御
取
調
被
成
候
処
鳥
居
村
之
儀
者
去
ル
午
年
洪
水
ニ
而
御
田
地
之
姿
も
相
替
御
用
相
勤

候
御
場
所
も
当
時
無
御
座
、
並
河
村
之
儀
者
御
用
無
御
差
支
御
場
所
も
有
之
候
得
共
、
い
つ
れ
ニ
も
右
御
用
之
儀
者
御
大
切
之

儀
ニ
付
、
並
河
村
ニ
お
い
て
者
年
暦
久
敷
相
成
候
ニ
付
申
伝
而
已
ニ
而
相
心
得
候
者
も
無
之
、
依
之
両
村
申
合
右
御
用
相
勤
申

度
同
御
支
配
之
儀
ニ
も
御
座
候
間
、
此
後
右
等
之
御
用
被
（
闕
）
仰
付
候
節
者
都
而
申
合
無
御
差
支
相
勤
申
度
奉
存
候
ニ
付
、

此
段
連
印
を
以
奉
申
上
候
、
此
段
御
聞
済
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
州
桑
田
郡
並
河
村

　
　
　
　
　
　

嘉
永
元
申
年
四
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

孫
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　

与
十
郎

　
　
　
　
　

小
堀
勝
太
郎
様　

　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　

彦
六

　

鳥
居
村
は
文
政
期
大
嘗
祭
の
主
基
斎
田
と
し
て
用
い
た
田
地
が
洪
水
に
よ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
並
河
村
は
寛
延
期
大
嘗
祭
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入
用
相
掛
り
難
渋
仕
候
趣
兼
而
申
伝
ヘ
承
居
、
右
御
用
相
勤
候
後
年
数
も
相
立
候
義
ニ
而
只
今
ニ
而
者
其
節
之
振
合
相
弁
候
者

も
無
之
、
且
村
方
近
来
追
々
及
困
窮
旁
ニ
付
、
恐
多
奉
存
候
得
共
此
度
之
儀
者
御
用
赦
御
願
申
上
呉
候
様
ニ
一
同
申
之
罷
在
候

間
、
乍
恐
此
段
奉
申
上
候
、
何
卒
御
憐
察
御
勘
弁
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
元
年
申
四
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

孫
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　
　

与
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

甚
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
代　

嘉
右
衛
門

　
　
　
　
　

小
堀
勝
太
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

　

並
河
村
も
、
斎
田
選
定
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
文
書
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
抜
穂
の
儀
に
は

膨
大
な
支
出
を
要
し
、
祭
祀
実
施
後
は
非
常
に
難
渋
し
た
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
こ
と
、
②
寛
延
期
大
嘗
祭
か
ら
月
日
が
経
っ
て
い
る
た

め
、
準
備
や
儀
式
の
作
法
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
③
村
が
近
年
非
常
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
、
以
上
三
点
で
あ
っ

た
。
塔
村
の
定
助
に
尋
ね
て
い
た
の
が
抜
穂
の
儀
に
要
し
た
支
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
中
で
よ
り
切
実
な

問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
①
と
③
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

２
、
並
河
村
へ
の
決
定

　

か
く
し
て
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
は
主
基
斎
田
の
候
補
と
な
っ
た
鳥
居
村
・
並
河
村
の
二
つ
の
村
落
が
と
も
に
選
定
を
拒
否
す
る
と
い
う
事

態
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
京
都
代
官
所
は
、
両
村
の
庄
屋
を
呼
び
つ
け
、
双
方
立
ち
会
い
の
下
で
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。

　

「
萬
記
録
書
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
代
官
所
役
人
は
「
造
用
等
多
分
相
掛
リ
候
義
迷
惑
ト
申
立
候
も
尤
も
ニ
候
得
共
」
と
両
村
の
主
張
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の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
方
、
鳥
居
村
と
同
じ
頃
、
並
河
村
に
も
斎
田
選
定
の
打
診
が
あ
っ
た
。
四
月
一
日
、
宗
門
改
の
た
め
上
京
し
た
並
河
村
の
寺
役
を
務

め
る
庄
兵
衛
は
、
そ
の
際
に
京
都
代
官
所
の
役
人
か
ら
抜
穂
の
儀
に
関
す
る
村
の
記
録
を
調
べ
て
差
し
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
並
河
村

は
貞
享
四
年
（
霊
元
天
皇
↓
東
山
天
皇
）、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
。
桜
町
天
皇
↓
桃
園
天
皇
）
の
二
度
に
わ
た
り
主
基
斎
田
の
選
定
を

受
け
て
い
る
の
で
、
京
都
代
官
所
は
そ
の
時
の
状
況
を
確
認
し
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

庄
兵
衛
が
役
人
か
ら
の
命
令
を
村
に
伝
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
出
京
中
の
塔
村
の
庄
屋
定
助
に
出
会
っ
た
た
め
、
彼
に
文
政
期
大
嘗

祭
抜
穂
の
儀
に
要
し
た
支
出
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
い
う
。
定
助
を
含
め
た
七
ヶ
村
の
庄
屋
達
が
斎
田
選
定
打
診
に
対
す
る
対
応
を
協
議
し

よ
う
と
し
て
い
た
正
に
そ
の
時
に
、
他
の
斎
田
候
補
で
あ
る
並
河
村
の
庄
兵
衛
が
定
助
に
接
触
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

定
助
に
よ
れ
ば
、
要
し
た
支
出
は
お
よ
そ
「
百
金
」
＝
百
両
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
京
都
の
金
相
場
を
草
野
正
裕
氏
の
研

究
36
を
参
考
に
金
一
両
＝
銀
六
三
匁
程
度
と
仮
定
す
る
と
、
金
百
両
は
六
三
〇
〇
匁
＝
六
貫
三
〇
〇
匁
と
な
り
、
先
述
し
た
文
政
期
抜
穂

の
儀
で
の
山
国
七
ヶ
村
の
支
出
よ
り
も
か
な
り
高
く
な
る
。
た
だ
、
偶
然
出
会
っ
た
際
に
出
さ
れ
た
数
字
と
帳
面
と
の
誤
差
を
あ
ま
り
気

に
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
事
な
の
は
、
庄
兵
衛
が
斎
田
に
選
定
さ
れ
た
際
に
要
す
る
支
出
は
膨
大
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
こ
で

認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
。
庄
兵
衛
は
こ
の
定
助
か
ら
聞
い
た
話
も
村
に
伝
え
、
判
断
を
委
ね
た
。
村
方
で
は
京
都
代
官
所
の
指
示
に
従
い

記
録
類
を
調
査
し
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
見
い
出
せ
た
の
は
寛
延
期
大
嘗
祭
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
稲
舂
歌
の
掛
軸
だ
け
で

あ
っ
た
。
村
方
か
ら
与
十
郎
と
い
う
者
が
上
京
し
、
そ
の
写
を
代
官
所
に
提
出
し
た
。
す
る
と
、
代
官
所
か
ら
は
斎
田
選
定
の
請
書
を
差

し
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
正
式
決
定
の
前
に
請
書
を
提
出
さ
せ
る
や
り
方
は
、
文
政
期
大
嘗
祭
に
お
け
る
鳥
居
村
へ
の
指
示
と
共
通
し

て
い
る
。

　

こ
の
京
都
代
官
所
の
指
示
に
対
し
並
河
村
は
、
請
書
と
と
も
に
次
の
文
書
を
提
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
、 

当
申
年
大
嘗
会
抜
穂
御
用
ニ
付
私
共
被
召
出
御
尋
之
趣
別
紙
（
請
書
の
こ
と
・
𠮷
岡
注
）
を
以
御
答
奉
申
上
候
、
尤
往
古
当
村

ニ
而
右
御
用
相
勤
候
儀
有
之
御
大
切
之
御
用
ニ
而
百
姓
共
甚
以
心
配
仕
申
上
候
義
ニ
而
者
無
之
候
得
共
、
右
ニ
付
而
者
夥
敷
諸
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三
、
嘉
永
元
年
大
嘗
祭
と
山
国
七
ヶ
村
・
並
河
村

　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
一
月
、
仁
孝
天
皇
が
崩
御
し
、
翌
二
月
に
統
仁
親
王
が
践
祚
（
孝
明
天
皇
）
し
た
。
こ
の
孝
明
天
皇
の
大
嘗

祭
が
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
七
）
に
実
施
さ
れ
る
。
鳥
居
村
は
こ
の
嘉
永
期
大
嘗
祭
で
も
再
び
主
基
斎
田
の
候
補
と
な
る
も
の
の
、
最
終

的
に
は
船
井
郡
並
河
村
が
選
定
さ
れ
る
。
そ
の
顛
末
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
な
お
、

本
章
の
内
容
は
、
特
に
注
記
が
な
い
限
り
山
国
郷
の
動
向
に
つ
い
て
は
「
大
嘗
会
御
供
田
鳥
居
村
江
被
仰
付
田
地
仕
拵
入
用
銀
高
積
書
上

ケ
被
仰
付
下
帳
写
覚
帳
」（「
山
国
神
社
文
書
」
一
―
五
五
）
33
、
並
河
村
に
つ
い
て
は
「
孝
明
天
皇
即
位　

主
基
田
実
行
録
」（「
並
河
陽

家
文
書
」【
亀
岡
市
文
化
資
料
館
寄
託
】
Ｂ
―
一
―
一
）
34
に
依
拠
し
て
い
る
。

１
．
発
端

　

鳥
居
村
に
主
基
斎
田
選
定
打
診
の
差
紙
と
請
書
の
案
文
が
京
都
代
官
所
よ
り
届
い
た
の
は
、
嘉
永
元
年
四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

亀
山
―
京
へ
出
張
中
の
庄
屋
彦
六
に
代
わ
り
差
紙
を
受
け
取
っ
た
七
兵
衛
は
、
翌
二
日
、
直
ち
に
彦
六
を
追
っ
て
上
京
す
る
35
。
た
ま
た

ま
京
に
出
て
い
た
塔
村
の
吉
右
衛
門
が
宿
泊
す
る
旅
館
「
万
治
」
に
行
き
彦
六
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
塔
村
の
庄
屋
・
定
助
を

皮
切
り
に
、
山
国
七
ヶ
村
の
庄
屋
達
が
宗
門
改
の
た
め
続
々
と
万
治
に
や
っ
て
き
た
。
彦
六
も
夕
方
に
は
到
着
し
、
こ
の
件
に
つ
い
て

七
ヶ
村
庄
屋
で
話
し
合
っ
た
結
果
、
今
回
は
断
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
先
に
見
た
文
政
期
大
嘗
祭
時
に
要
し
た
支
出
は
夥
し
く
、
山

や
森
を
売
っ
て
そ
の
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
文
政
期
大
嘗
祭
で
主
基
斎
田
と
な
っ
た
田
地
に
出
水
で
土
砂
が

流
れ
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
七
ヶ
村
に
は
、
文
政
期
大
嘗
祭
の
際
に
も
斎
田
選
定
を
一
旦
は
拒
否
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
、
苦
い
経
験
が
あ
る
。
そ
こ
で
七
ヶ
村
は
、
右
の
点
の
ほ
か
「
文
政
期
大
嘗
祭
の
際
は
並
河
村
へ
も
打
診
が
あ
っ
た
も
の

の
、
同
村
が
断
っ
た
た
め
に
七
ヶ
村
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
今
回
は
鳥
居
村
で
は
な
く
並
河
村
を
選
定
し
て
ほ
し
い
」
と

の
主
張
を
行
う
こ
と
で
、
斎
田
選
定
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
文
政
期
大
嘗
祭
で
も
並
河
村
が
候
補
に
挙
が
っ
た
と
い
う
話
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に
勤
仕
し
、
さ
ら
に
稲
実
・
禰
宜
に
よ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
稲
実
ら
に
続
い
て
山
国
七
ヶ
村
の
住
民
男
女
合
わ
せ
て
二
七
〇
人
が

斎
田
に
入
り
、
抜
穂
・
刈
稲
を
行
っ
た
28
。
稲
は
、
抜
穂
分
は
神
部
肆
人
が
受
け
取
り
目
籠
に
納
め
29
、
刈
稲
分
は
山
国
神
社
の
社
殿
に

運
び
入
れ
た
の
ち
、
籾
を
こ
な
し
た
上
で
三
石
三
斗
を
白
木
の
長
持
に
納
め
た
。

６
．
諸
費
用

　

こ
う
し
て
、
文
政
期
大
嘗
祭
の
抜
穂
の
儀
は
終
了
し
た
。
祭
祀
後
の
十
一
月
に
作
成
さ
れ
た
「
御
抜
穂
ニ
付
諸
事
買
物
宿
ニ
控
へ
物
並

飛
脚
賃
銭
上
京
夫
代
勘
定
帳
」
と
題
す
る
文
書
30
に
よ
れ
ば
、
抜
穂
の
儀
に
関
連
す
る
山
国
七
ヶ
村
の
支
出
は
、
四
月
十
日
か
ら
祭
祀
が

終
了
し
た
の
ち
の
九
月
二
七
日
ま
で
の
間
で
三
貫
七
七
一
匁
八
分
二
厘
五
毛
に
も
及
び
、
こ
こ
か
ら
人
足
に
対
す
る
手
当
や
木
材
や
筵
、

箕
な
ど
を
売
る
こ
と
で
得
た
収
入
を
差
し
引
い
て
も
、
二
貫
四
一
四
匁
三
分
二
厘
五
毛
の
支
出
と
な
る
と
い
う
。

　

こ
の
支
出
を
補
う
た
め
、
七
ヶ
村
の
総
高
の
う
ち
九
四
石
五
斗
三
升
五
合
分
を
同
年
の
貢
租
か
ら
免
除
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
文
書

が
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
十
月
に
七
ヶ
村
惣
代
か
ら
京
都
代
官
所
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
31
。
元
文
期
大
嘗
祭
の
先
例
を
踏
ま
え
て
の

願
い
出
で
あ
る
が
32
、
こ
れ
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
上
、
文
政
期
大
嘗
祭
に
関
し
、
鳥
居
村
に
主
基
斎
田
選
定
の
打
診
が
あ
っ
た
四
月
十
日
か
ら
、
祭
祀
が
無
事
終
了
す
る
九
月
末
ま
で

の
過
程
を
追
っ
て
き
た
。
鳥
居
村
が
打
診
を
当
初
は
拒
否
し
、
拒
否
が
難
し
い
と
判
断
し
た
の
ち
は
禁
裏
御
料
全
体
か
ら
の
支
出
を
願
い

出
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
鳥
居
村
、
そ
し
て
山
国
七
ヶ
村
が
大
嘗
祭
に
携
わ
る
の
に
一
貫
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
本
章
で
の
検
討
の
中
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
膨
大
な
支
出
、
そ
し
て
行
列
の
出
迎
え
や
祭
祀
自
体
へ

の
奉
仕
と
い
っ
た
肉
体
的
負
担
で
あ
る
。
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共
ニ
相
談
シ
万
萬
差
支
無
之
様
可
致
候
□虫
損

之
段
其
方
迄
申
上
置
間
、
弥
御
治
定
差
紙
鳥
居
村
参
候
ハ
ヽ
早
足
七
ヶ
村
ヘ
廻
文
以
相
報

可
申
旨
申
渡
置
ニ
依
右
鳥
居
村
ヘ
参
会
シ
委
細
相
談
可
仕
候
ト
御
申
被
成
候
故
、
今
日
何
れ
茂
ヘ
御
披
労
申
也
（
以
下
略
）

　

右
の
史
料
か
ら
、
吾
八
郎
ら
が
九
月
十
日
の
差
紙
到
来
後
に
上
京
し
た
際
、
代
官
所
役
人
に
対
し
斎
田
選
定
拒
否
の
意
志
を
伝
え
る
と

共
に
、
受
諾
す
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
も
発
言
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
傍
線
部
に
あ
る
、
抜
穂
の
儀
に
か
か
る
費
用
を
「
御
料
一

統
」
に
割
り
付
け
、
鳥
居
村
一
村
だ
け
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
25
。
吾
八
郎
ら
は
、
斎
田

選
定
を
断
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
代
案
と
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
支
出
を
禁
裏
御
料
全
体
で
賄
う
と
い
う
プ
ラ
ン
を
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
代
案
も
ま
た
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
代
官
所
役
人
の
佐
藤
か
ら
は
、
山
国
七
ヶ
村
に
私
領
を
加
え
た
山
国
郷
全
体
で
鳥
居

村
を
支
え
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
た
と
い
う
。
吾
八
郎
が
正
式
決
定
の
文
書
到
着
後
直
ち
に
七
ヶ
村
に
廻
文
を
出
し
た
の
は
こ
の
佐
藤
の
意

見
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
草
木
は
説
明
し
て
い
る
。

５
．
祭
祀
執
行

　

以
後
、
祭
祀
へ
の
準
備
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
は
史
料
の
関
係
で
詳
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
九
月
七
日
〜
八
日
に
は

抜
穂
の
儀
で
稲
実
卜
部
を
務
め
る
吉
田
良
行
、
そ
れ
に
御
添
使
と
し
て
吉
田
家
の
山
田
以
文
が
斎
田
の
内
見
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
同
二

一
日
、
い
よ
い
よ
抜
穂
の
儀
実
施
の
た
め
右
の
吉
田
の
ほ
か
、
禰
宜
卜
部
を
務
め
る
吉
田
神
社
社
家
の
鈴
鹿
連
胤
ら
が
抜
穂
使
と
し
て
山

国
郷
に
来
訪
す
る
26
。
こ
の
二
度
わ
た
る
来
訪
時
、
山
国
郷
か
ら
は
神
職
の
横
田
将
監
（
下
村
）、
野
尻
上
総
（
大
野
村
）、
新
井
左
近
（
比

賀
江
村
）、
菅
原
筑
後
（
黒
田
宮
村
）
の
四
名
に
吾
八
郎
を
加
え
た
五
名
が
帯
刀
麻
裃
姿
27
で
茶
呑
峠
（
現
京
都
府
京
都
市
右
京
区
京
北

下
町
／
北
区
大
森
牛
ケ
滝
）
に
て
、
山
国
七
ヶ
村
に
私
領
五
ヶ
村
（
下
・
辻
・
中
江
・
比
賀
江
・
大
野
の
五
ヶ
村
）
を
加
え
た
山
国
郷
内

十
二
ヶ
村
の
庄
屋
と
名
主
（
み
ょ
う
し
ゅ
）
層
惣
代
が
下
村
の
稲
荷
神
社
奥
に
て
行
列
を
出
迎
え
た
。
禁
裏
御
料
だ
け
で
な
く
、
私
領
を

含
め
た
山
国
郷
全
体
で
抜
穂
の
儀
の
使
者
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　

二
二
日
、
抜
穂
の
儀
が
実
施
さ
れ
る
。
茶
呑
峠
で
行
列
を
出
迎
え
た
横
田
、
野
尻
、
新
井
、
菅
河
の
四
名
は
神
部
肆
人
と
し
て
吉
田
ら

（ 17 ）

に
勤
仕
し
、
さ
ら
に
稲
実
・
禰
宜
に
よ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
稲
実
ら
に
続
い
て
山
国
七
ヶ
村
の
住
民
男
女
合
わ
せ
て
二
七
〇
人
が

斎
田
に
入
り
、
抜
穂
・
刈
稲
を
行
っ
た
28
。
稲
は
、
抜
穂
分
は
神
部
肆
人
が
受
け
取
り
目
籠
に
納
め
29
、
刈
稲
分
は
山
国
神
社
の
社
殿
に

運
び
入
れ
た
の
ち
、
籾
を
こ
な
し
た
上
で
三
石
三
斗
を
白
木
の
長
持
に
納
め
た
。

６
．
諸
費
用

　

こ
う
し
て
、
文
政
期
大
嘗
祭
の
抜
穂
の
儀
は
終
了
し
た
。
祭
祀
後
の
十
一
月
に
作
成
さ
れ
た
「
御
抜
穂
ニ
付
諸
事
買
物
宿
ニ
控
へ
物
並

飛
脚
賃
銭
上
京
夫
代
勘
定
帳
」
と
題
す
る
文
書
30
に
よ
れ
ば
、
抜
穂
の
儀
に
関
連
す
る
山
国
七
ヶ
村
の
支
出
は
、
四
月
十
日
か
ら
祭
祀
が

終
了
し
た
の
ち
の
九
月
二
七
日
ま
で
の
間
で
三
貫
七
七
一
匁
八
分
二
厘
五
毛
に
も
及
び
、
こ
こ
か
ら
人
足
に
対
す
る
手
当
や
木
材
や
筵
、

箕
な
ど
を
売
る
こ
と
で
得
た
収
入
を
差
し
引
い
て
も
、
二
貫
四
一
四
匁
三
分
二
厘
五
毛
の
支
出
と
な
る
と
い
う
。

　

こ
の
支
出
を
補
う
た
め
、
七
ヶ
村
の
総
高
の
う
ち
九
四
石
五
斗
三
升
五
合
分
を
同
年
の
貢
租
か
ら
免
除
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
文
書

が
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
十
月
に
七
ヶ
村
惣
代
か
ら
京
都
代
官
所
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
31
。
元
文
期
大
嘗
祭
の
先
例
を
踏
ま
え
て
の

願
い
出
で
あ
る
が
32
、
こ
れ
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

以
上
、
文
政
期
大
嘗
祭
に
関
し
、
鳥
居
村
に
主
基
斎
田
選
定
の
打
診
が
あ
っ
た
四
月
十
日
か
ら
、
祭
祀
が
無
事
終
了
す
る
九
月
末
ま
で

の
過
程
を
追
っ
て
き
た
。
鳥
居
村
が
打
診
を
当
初
は
拒
否
し
、
拒
否
が
難
し
い
と
判
断
し
た
の
ち
は
禁
裏
御
料
全
体
か
ら
の
支
出
を
願
い

出
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
鳥
居
村
、
そ
し
て
山
国
七
ヶ
村
が
大
嘗
祭
に
携
わ
る
の
に
一
貫
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
本
章
で
の
検
討
の
中
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
膨
大
な
支
出
、
そ
し
て
行
列
の
出
迎
え
や
祭
祀
自
体
へ

の
奉
仕
と
い
っ
た
肉
体
的
負
担
で
あ
る
。

― 219 ―



近世後期大嘗祭斎田抜穂の儀と地域社会

（ 15 ）

三
寸
四
寸
六
寸
位
違
ニ
て
五
、
六
ヶ
所
ニ
て
も
不
苦
候
得
者
随
分
御
座
候
」
と
答
え
た
。
役
人
達
が
そ
の
土
地
の
字
名
を
尋
ね
て
き
た
の

で
、「
市
な
し
」
と
い
う
字
名
と
、
同
地
に
不
浄
な
物
は
一
切
な
い
旨
を
伝
え
た
。
役
人
達
は
大
い
に
喜
び
、
そ
の
場
所
の
三
三
間
四
方

に
縄
を
張
り
、
実
見
の
時
ま
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
、
念
の
た
め
三
右
衛
門
の
田
地
に
つ
い
て
も
同
様
に
稲
を
植
え
て
お
く
べ
き

こ
と
、
以
上
二
点
の
指
示
が
あ
っ
た
。
吾
八
郎
は
直
ち
に
帰
路
に
つ
き
、
そ
の
日
は
杉
坂
村
に
宿
泊
。
翌
三
日
四
ツ
半
時
に
帰
村
す
る
と
、

「
市
な
し
」
の
所
持
者
で
あ
る
文
蔵
の
ほ
か
、
実
見
で
「
市
な
し
」
に
問
題
が
出
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
、
三
三
間
四
方

あ
る
他
の
四
ヶ
所
の
田
地
の
所
持
者
に
も
縄
張
り
を
し
て
お
く
よ
う
伝
え
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
後
、「
先
達
而
相
糺
候
大
嘗
会
抜
穂
其
村
方
ニ
御
治
定
被
仰
出
候
」
こ
と
を
伝
え
る
差
紙
が
到
来
す
る
。
こ
う
し
て
、

紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
主
基
斎
田
は
鳥
居
村
に
正
式
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
差
紙
に
も
「
追
而
可
戻
」
と
明
記
さ
れ
て

い
た
。

４
．
山
国
七
ヶ
村
で
の
協
議

　

正
式
決
定
の
差
紙
が
届
い
た
の
を
受
け
、
吾
八
郎
は
至
急
の
相
談
が
し
た
い
旨
を
禁
裏
御
料
の
他
の
六
ヶ
村
に
伝
達
し
た
。

　

八
日
、
吾
八
郎
宅
に
六
ヶ
村
の
代
表
者
計
八
名
（
塔
村
二
名
、
下
黒
田
村
一
名
、
宮
村
一
名
、
井
戸
村
一
名
、
小
塩
村
一
名
、
上
黒
田

村
二
名
）
が
集
結
し
た
。
そ
の
冒
頭
、
塔
村
代
表
の
一
人
で
あ
る
草
木
敬
介
が
、
集
会
の
主
旨
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
。

扨
今
日
ハ
大
嘗
会
ニ
付
何
れ
茂
出
席
之
段
遠
方
御
苦
労
千
萬
、
私
共
先
達
而
宗
文
改
之
節
御
役
者
佐
藤
殿
ゟ
御
申
被
成
渡
候
趣
御
披

労
仕
候
ヘ
ハ
、
則
佐
藤
私
ヘ
被
仰
候
ニ
ハ
此
度
鳥
居
村
ヘ
大
嘗
会
御
付
御
用
被
仰
付
候
処
、
鳥
居
村
庄
屋
申
上
ニ
ハ
何
分
当
村
之
義

者
近
年
困
窮
任
仕
候
所
ニ
て
候
得
者
何
卒
外
方
ヘ
可
被
聞
仰
ト
申
上
一
向
被
合
不
申
候
得
共
此
義
当
役
所
之
取
計
ニ
て
者
無
之
御
所

様
ゟ
御
差
図
故
是
非
共
御
受
可
申
旨
急
度
申
渡
候
得
者
、
然
者
先
年
御
所
役
様
木
津
村
ニ
て
出
水
ニ
付
御
徒
宿
被
成
候
節
ニ
も
増
御

料
一
統
ヘ
御
入
用
割
相
懸
り
候
義
も
有
之
候
得
者
、
何
卒
此
度
之
義
者
格
別
之
御
事
也
、
七
ヶ
村
ト
申
て
も
皆
困
窮
之
村
々
ニ
て
候

得
者
、
何
卒
御
料
一
統
ヘ
御
割
ニ
付
被
成
被
下
候
而
当
村
之
惑
ニ
相
成
不
申
候
様
御
取
斗
被
下
候
ハ
ヽ
御
勤
申
上
候
ハ
ン
ト
申
上

候
、
依
而
其
方
迄
鳥
渡
申
置
也
、
何
れ
此
度
者
鳥
居
村
ニ
御
治
定
ト
相
見
ヘ
候
故
、
若
鳥
居
村
相
決
候
得
者
七
ヶ
村
ハ
不
及
申
私
料
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で
あ
っ
た
こ
と
を
文
書
に
し
て
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
明
朝
ま
た
出
頭
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。

　

翌
晦
日
正
五
ツ
時
、
吾
八
郎
は
再
び
高
田
宅
に
出
頭
し
、
本
日
中
に
は
帰
村
し
た
い
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
高
田
か
ら
は
今
か
ら
吉
田

家
に
赴
き
実
見
の
日
程
に
つ
い
て
相
談
し
て
く
る
の
で
、
帰
村
は
せ
ず
待
機
し
て
い
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
後
七
ツ
半
時
に
呼
び
出
し
が

あ
り
高
田
宅
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
高
田
か
ら
は
「
右
見
分
定
リ
者
今
ニ
相
知
不
申
、
吉
田
ゟ
御
所
ヘ
御
出
有
而
吉
日
御
撰
被
成
、
其
上
又

御
鬮
ニ
て
弥
近
江
ニ
て
ハ
何
村
、
丹
波
者
何
村
と
御
定
メ
、
其
上
ニ
て
御
見
分
日
限
も
御
定
被
成
候
由
」
と
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
、

決
定
次
第
飛
脚
を
送
る
の
で
と
り
あ
え
ず
今
回
は
帰
村
す
る
こ
と
、
田
地
の
田
植
え
に
つ
い
て
は
勝
手
次
第
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点

を
指
示
さ
れ
た
。
帰
路
に
つ
い
た
吾
八
郎
は
、
五
月
一
日
正
九
ツ
時
に
帰
宅
し
、
以
上
の
状
況
を
役
人
中
へ
伝
え
た
。

　

斎
田
が
鳥
居
村
に
お
お
よ
そ
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
二
九
日
段
階
で
吉
田
家
よ
り
京
都
代
官
所
役
人
を
介
し
吾
八
郎
ら
に
伝
え
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
定
に
関
連
す
る
朝
廷
内
の
諸
儀
式
を
す
べ
て
終
え
る
ま
で
は
正
式
決
定
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
生

じ
る
鳥
居
村
住
民
達
の
困
難
は
、
吾
八
郎
の
訴
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
棚
上
げ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３
．
正
式
決
定

　

帰
村
し
た
吾
八
郎
は
、
三
右
衛
門
の
田
地
の
実
測
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
重
大
な
問
題
が
生
じ
る
。
実
測
の
結
果
、
田
地
が
三
三
間
四
方

に
は
足
り
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
翌
二
日
早
朝
、
吾
八
郎
は
再
び
上
京
し
、
高
田
吉
左
衛
門
に
絵
図
を
示
し
な
が
ら
右
の
事

実
を
伝
え
た
。
高
田
は
ひ
ど
く
当
惑
し
た
様
子
を
見
せ
、
し
ば
し
待
つ
よ
う
伝
え
る
。
七
ツ
時
、
呼
び
出
し
を
受
け
た
の
で
出
頭
す
る
と
、

高
田
の
ほ
か
佐
藤
丹
右
衛
門
、
鷹
屋
佐
左
衛
門
、
中
村
太
郎
右
衛
門
の
三
名
が
待
っ
て
い
た
。

　

彼
ら
が
言
う
に
は
、「
本
日
い
よ
い
よ
主
基
斎
田
が
鳥
居
村
に
正
式
決
定
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
今
更
候
補
田
地
が
三
三
間

四
方
に
足
り
な
い
と
言
わ
れ
、
代
官
所
と
し
て
も
大
い
に
当
惑
し
て
い
る
。
そ
の
方
ら
の
狂
言
で
は
な
い
か
と
も
疑
っ
た
が
、
絵
図
を
見

る
限
り
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
山
や
畑
を
掘
り
広
げ
て
で
も
三
三
間
四
方
な
く
て
は
困
る
。
代
替
と
な
る
土
地
は
村
内
に
な
い
の

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
吾
八
郎
は
、「
三
拾
三
間
四
方
有
之
場
所
有
之
候
得
共
、
以
前
之
処
ニ
て
ハ
無
之
、
且
又
壱
ト
竿
ニ
て
も
無
之
候
得
共
、
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を
書
き
記
し
た
後
、

　
　

右
之
通
弐
通
共
段
々
御
治
退
御
断
申
上
候
得
共
、
御
聞
済
無
之
無
拠
差
上
申
候

と
の
一
文
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
吾
八
郎
ら
は
こ
の
代
官
所
役
人
達
の
対
談
の
際
、
斎
田
を
引
き
受
け

る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

２
．
正
式
決
定
の
遅
延

　

先
に
引
用
し
た
史
料
に
も
記
載
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
斎
田
の
条
件
は
四
方
が
三
三
間
あ
る
田
地
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
23
。
別
の
史

料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
三
間
は
平
地
続
き
の
場
所
で
、
溝
や
道
な
ど
で
切
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
24
。
元
文
期
大
嘗
祭
の
際
に
斎

田
と
し
て
選
定
さ
れ
た
田
地
は
、
こ
の
時
は
三
右
衛
門
と
い
う
者
が
名
請
し
て
い
た
。

　

二
五
日
、
そ
の
三
右
衛
門
が
、
斎
田
選
定
は
い
つ
決
ま
る
の
か
、
吾
八
郎
に
尋
ね
て
き
た
。
田
に
肥
え
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
で
あ
り
、
選
ば
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
早
く
そ
の
作
業
を
行
い
た
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。
村
役
人
達
で
話
し
合
い
、
田
植

え
の
時
期
も
迫
っ
て
い
る
の
で
上
京
し
照
会
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
八
日
、
吾
八
郎
が
上
京
、
翌
二
九
日
四
ツ
時
に
京
都
代
官
所
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
担
当
で
あ
る
高
田
吉
左
衛
門
が
不
在
で
あ
っ
た

た
め
、
直
接
高
田
宅
を
訪
ね
た
。
高
田
が
言
う
に
は
、
大
嘗
祭
は
京
都
代
官
所
が
直
接
管
轄
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
朝
廷
か
ら
幕

府
へ
伝
達
が
あ
り
、
そ
の
幕
府
か
ら
代
官
所
へ
下
知
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
対
応
す
る
も
の
な
の
で
審
議
状
況
は
自
分
に
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
こ
と
、
祭
祀
を
指
揮
す
る
吉
田
家
の
者
達
に
状
況
を
確
認
す
る
の
で
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。

　

八
ツ
半
時
に
呼
び
出
し
を
受
け
再
び
高
田
宅
へ
赴
く
と
、
斎
田
は
「
八
分
方
」
鳥
居
村
に
決
定
の
よ
う
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
で
、
高
田
か
ら
田
植
え
は
い
つ
頃
か
ら
は
じ
め
る
の
か
を
尋
ね
ら
れ
た
た
め
、
吾
八
郎
は
五
月
四
日
頃
に
は
は
じ
め
た
い
こ
と
、

斎
田
の
実
見
は
五
月
二
二
、
二
三
日
頃
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
場
を
退
い
た
。

　

七
ツ
時
、
再
び
呼
び
出
し
を
受
け
高
田
宅
へ
出
頭
す
る
と
、
元
文
期
大
嘗
祭
に
斎
田
選
定
を
受
け
た
際
の
下
賜
物
に
つ
い
て
照
会
が

あ
っ
た
。
米
五
石
五
斗
（
村
中
人
数
二
七
五
人
へ
）、
銀
五
枚
（
同
）、
米
一
石
六
斗
五
升
（
籾
三
石
三
斗
代
）、
金
二
百
疋
（
神
主
へ
）
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文
化
十
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
田
郡

　
　
　
　
　

戊
寅
四
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
村
庄
屋　

吾
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
中
へ

　
　
　
　

小
堀
中
務
役
所　

　

鳥
居
村
は
、
再
々
興
さ
れ
た
元
文
期
大
嘗
祭
に
お
い
て
主
基
斎
田
に
選
定
さ
れ
て
い
た
20
。
京
都
代
官
所
は
、
そ
の
先
例
に
基
づ
き
、

三
三
間
四
方
の
田
地
の
有
無
を
尋
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
請
書
の
書
式
ま
で
指
示
し
て
い
る
の
は
、
京
都
代
官
所
が
鳥
居
村
側
の
受
諾
を

前
提
に
こ
の
差
紙
を
送
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
差
紙
の
返
却
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
悠
紀
・
主
基
両
斎
田

は
、
形
式
的
に
は
四
月
二
十
四
日
の
国
郡
卜
定
の
儀
式
を
経
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
内
々
の
打
診
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
秘
匿
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

吾
八
郎
と
年
寄
の
栄
助
が
宗
門
改
の
た
め
十
三
日
五
ツ
時
に
他
の
六
ヶ
村
の
者
達
と
共
に
京
都
代
官
所
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
21
、
両
人
だ

け
が
大
嘗
祭
の
こ
と
で
別
に
呼
び
出
し
を
受
け
た
。
対
応
し
た
役
人
は
佐
藤
丹
右
衛
門
と
高
田
吉
左
衛
門
の
二
人
で
、
請
書
を
持
っ
て
き

た
か
ど
う
か
を
尋
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
吾
八
郎
は
、「
先
年
相
勤
候
田
地
ハ
御
座
候
得
共
、
此
度
之
義
ハ
何
卒
御
用
捨
可
被
下
候
様

御
願
申
上
候
」、
つ
ま
り
、
主
基
斎
田
は
引
き
受
け
が
た
い
旨
を
伝
え
た
。

　

し
か
し
、
役
人
達
も
引
き
下
が
ら
な
い
。
佐
藤
か
ら
は
、
本
年
は
丹
波
・
近
江
の
両
国
が
吉
方
で
あ
り
、
特
に
丹
波
国
は
「
御
鬮
」
に

も
当
た
っ
た
の
で
、
氷
上
郡
の
神
田
村
と
鳥
居
村
が
候
補
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
神
田
村
は
直
近
の
天
明
期
大
嘗
祭
の
際
の
主
基
斎
田
に

選
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
ま
ず
鳥
居
村
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
心
得
て
お
く
こ
と
、
以
上
の
二
点
が
伝
え
ら
れ
た
。
丹
波
が
吉
方
で

鬮
に
も
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
近
世
大
嘗
祭
の
悠
紀
・
主
基
国
は
こ
の
文
政
期
大
嘗
祭
に
限
ら
ず
す
べ
て
近
江
・
丹
波
の
両

国
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
で
22
、
こ
の
主
張
は
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

吾
八
郎
ら
は
な
お
も
抵
抗
を
試
み
た
が
聞
き
入
れ
て
は
も
ら
え
ず
、
最
終
的
に
は
十
日
の
差
紙
に
付
さ
れ
て
い
た
通
り
の
書
式
で
の
請

書
と
、
斎
田
候
補
の
田
地
に
は
不
浄
な
も
の
を
一
切
入
れ
な
い
こ
と
に
関
す
る
請
書
の
二
通
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
彼

ら
の
望
ん
だ
結
果
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
文
化
十
五
年　

御
大
嘗
会
抜
穂
就
御
用　

御
差
紙
控
並
御
願
書
之
写
」
で
二
通
目
の
請
書
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著
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
近
代
に
お
い
て
も
そ
の
出
兵
の
歴
史
と
同
様
、
こ
の
地
域
に
固
有
の
天
皇
と
の
強
固
な
つ
な
が
り
を
有
し
て

い
た
、
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
18
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
そ
の
つ
な
が
り
と
は
決
し
て
こ
の
地
域
に
固

有
の
も
の
で
な
く
、
禁
裏
御
料
の
村
々
で
は
ご
く
一
般
的
に
見
ら
れ
た
領
主
―
領
民
関
係
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
文
政
元
年
大
嘗
祭
と
山
国
七
ヶ
村

　

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
、
在
位
三
七
年
余
に
及
ん
だ
光
格
天
皇
が
譲
位
し
、
そ
の
第
六
皇
子
恵
仁
親
王
が
受
禅
、
仁
孝
天
皇

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
天
明
七
年
（
一
八
七
八
）
以
来
、
実
に
三
〇
年
ぶ
り
に
大
嘗
祭
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
文
政
元
年
（
一

八
一
八
。
四
月
二
二
日
改
元
）
一
一
月
、
祭
祀
は
実
施
さ
れ
た
。

　

本
章
で
は
、
こ
の
文
政
元
年
大
嘗
祭
に
お
い
て
鳥
居
村
に
主
基
斎
田
選
定
の
打
診
が
あ
っ
た
四
月
初
旬
か
ら
、
抜
穂
の
儀
が
実
施
さ
れ

る
九
月
後
半
ま
で
の
動
向
を
、
鳥
居
村
を
は
じ
め
と
す
る
山
国
七
ヶ
村
住
民
の
心
情
面
に
留
意
し
つ
つ
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
本
章
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
す
べ
て
「
文
化
十
五
年　

御
大
嘗
会
抜
穂
就
御
用　

御
差
紙
控
並
御
願
書
之
写
」（「
鳥
居
等

家
文
書
」
一
―
一
二
三
19
）
に
よ
る
。

１
．
発
端

　

発
端
は
、
一
通
の
差
紙
で
あ
っ
た
。
仁
孝
天
皇
受
禅
か
ら
一
年
あ
ま
り
が
経
っ
た
文
化
十
五
年
四
月
、
京
都
代
官
所
よ
り
次
の
よ
う
な

文
書
が
鳥
居
村
に
到
来
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

御
差
紙
之
覚

一
、
此
度
大
嘗
会
御
執
行
ニ
付
抜
穂
御
用
被
（
闕
）
仰
出
候
ニ
付
、
其
村
方
ニ
お
ゐ
て
元
文
年
中
ニ
相
勤
候
事
有
之
、
弥
三
拾
三
間
四
方

之
田
地
有
之
哉
吟
味
仕
、
当
月
十
三
日
宗
旨
改
之
節
可
申
出
候
、
右
之
田
地
有
之
候
ハ
ヽ
、
受
書
左
之
通
（
省
略
・
𠮷
岡
注
）
ニ
仕
差
出

可
も
の
也
、
其
節
差
紙
相
返
へ
す
へ
く
候
事
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村
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
十
二
月
に
増
御
料
村
々
か
ら
朝
廷
の
御
蔵
方

役
所
へ
提
出
し
た
次
の
文
書
か
ら
、
一
定
程
度
推
測
で
き
る
（
史
料
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
16
。

　
　
　
　
　
　
　

乍
恐
御
請
書

一
、 

禁
裏
様
江
例
年
年
八
ニ
御
献
上
物
之
義
ハ
是
迄
其
最
寄
ニ
而
相
頼
罷
在
候
処
、
御
太
切
之
御
献
上
物
ニ
麁
末
之
義
共
仕
御
献
上
仕
候

処
、
此
度
私
共
御
召
出
し
之
上
右
麁
末
成
ル
御
献
上
仕
候
処
蒙
り
御
察
当
奉
恐
入
候
、
依
而
一
同
申
合
、
来
亥
正
月
ゟ
近
江
屋
兵
助

方
へ
御
献
上
物
諸
式
相
頼
可
申
筈
ニ
而
同
人
呼
寄
応
対
仕
候
処
、
以
来
麁
末
無
之
様
ニ
随
分
入
念
相
勤
可
申
旨
申
之
候
ニ
付
、
則
同

人
江
相
頼
置
候
ニ
付
其
最
寄
惣
代
よ
り
御
請
書
奉
差
上
候
、
以
上
（
差
出
略
）

　

従
来
、
天
皇
・
朝
廷
へ
の
年
頭
・
八
朔
御
礼
の
献
上
品
は
各
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
注
文
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
よ
り
献
上

品
が
粗
末
に
な
っ
て
い
る
と
の
咎
め
を
受
け
た
。
そ
こ
で
増
御
料
の
村
々
で
話
し
合
い
、
今
後
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
献
上
品
を
近
江
屋
兵

助
方
で
購
入
す
る
こ
と
に
決
め
た
と
い
う
。

　

朝
廷
側
が
、
献
上
品
が
粗
末
に
な
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
指
摘
を
す
る
よ
う
に
な
る
前
提
に
は
、
彼
ら
が
献
上
さ
れ
た
物
を
過
去
の
献

上
品
や
他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
献
上
品
と
比
較
す
る
、
と
い
う
状
況
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
各
グ
ル
ー
プ

が
購
入
す
る
店
を
一
緒
に
し
た
と
い
う
の
は
、
朝
廷
側
の
咎
め
に
即
座
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
じ
物
を
献
上
す
る
こ
と

で
献
上
品
に
対
す
る
朝
廷
側
か
ら
の
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
、
増
御
料
各
村
の
巧
み
な
戦
略
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
山
国
七
ヶ
村
か
ら
朝
廷
へ
の
献
上
行
為
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
七
ヶ
村
か
ら
は
臨
時
・
定
期
を
問
わ
ず
様
々
な
形
で
天
皇
・
朝

廷
へ
の
献
上
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
地
域
だ
け
が
特
例
的
に
行
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
他

の
御
料
の
村
々
で
も
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
事
例
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
先
掲
の
【
表
】
に
あ
る
大
嘗

祭
用
木
進
調
に
つ
い
て
は
（
番
号
1
、
2
、
7
、
18
）、
天
明
七
年
と
嘉
永
元
年
実
施
の
二
つ
の
大
嘗
祭
に
関
し
て
、
禁
裏
御
料
（
新
御
料
）

で
あ
る
綴
喜
郡
宇
治
田
原
郷
の
栢
村
（
天
明
七
年
に
つ
い
て
は
、
同
村
を
含
め
た
山
田
四
ヶ
村
名
義
）
か
ら
や
は
り
木
材
の
進
調
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
17
。
山
国
七
ヶ
村
は
、
戊
辰
戦
争
時
に
お
け
る
農
兵
隊
「
山
国
隊
」
の
結
成
と
出
兵
の
歴
史
が
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右
者　

丹
波
山
国
、
東
西
京
廻
り
高
割

　

一
、
弐
拾
四
匁
壱
分　

東
京
廻
り　

一
、
弐
拾
四
匁
弐
分
五
厘　

西
京
廻
り

　

一
、
三
拾
七
匁
九
分
弐
厘　

丹
波
山
国
七
ヶ
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

〆

　

弐
口
〆

　

一
、
六
拾
弐
匁
七
分
壱
厘　

西
組　

一
、
六
拾
六
匁
五
分
六
厘　

同
組

　

一
、
百
廿
弐
匁
三
分
九
厘　

東
組　

一
、
弐
拾
五
匁
弐
分
六
厘　

同
組

　

一
、
三
拾
八
匁
壱
分　

東
京
廻
り　

一
、
三
拾
八
匁
三
分
八
厘　

西
京
廻
り

　

一
、
六
拾
目　

丹
波
山
国
七
ヶ
村
名
主
惣
代

　
　

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　
　

十
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
表
助

　

増
御
料　

御
役
人
中
様

　

こ
の
よ
う
に
、
献
上
さ
れ
た
品
々
の
代
金
は
「
東
組
」「
西
組
」「
東
京
廻
り
」「
西
京
廻
り
」「
丹
波
山
国
七
ヶ
村
」
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ

で
分
割
し
精
算
さ
れ
た
。「
萬
事
覚
書
」
に
記
載
さ
れ
た
別
の
文
書
の
写
か
ら
、
こ
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
「
東
組
」
が
山
城
国
相
楽
郡

の
増
御
料
十
四
ヶ
村
、「
西
組
」
が
同
綴
喜
郡
の
増
御
料
十
ヶ
村
、「
東
京
廻
り
」
が
同
愛
宕
郡
の
増
御
料
八
ヶ
村
、「
西
京
廻
り
」
が
同

葛
野
郡
・
乙
訓
郡
の
増
御
料
十
一
ヶ
村
で
あ
る
と
比
定
で
き
る
。
各
グ
ル
ー
プ
で
負
担
額
が
違
う
の
は
、
各
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
村
々
の

総
石
高
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
東
組
、
西
組
の
負
担
が
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
に
分
け
て
計
上
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は

現
状
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
グ
ル
ー
プ
の
中
で
さ
ら
に
細
か
い
区
分
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

増
御
料
の
村
々
が
共
同
で
献
上
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
具
体
的
な
経
緯
や
時
期
は
詳
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
そ
の
連
帯
が
増
御
料
の
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た
と
え
ば
、
文
政
二
、
三
年
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
疱
瘡
見
舞
い
の
献
上
（
表
内
番
号
9
）
に
つ
い
て
、「
萬
事
覚
書
」
に
は
次
の

よ
う
な
文
書
の
写
が
記
さ
れ
て
い
る
15
。

　
　
　
　
　
　

御
疱
瘡
ニ
付
献
上
物

　

一
、
上
諸
白
弐
斗　

代
五
拾
四
匁　
　

一
、
斗
樽
壱
荷　

代
拾
七
匁
五
分

　

一
、
昆
布
五
連　

代
拾
五
匁
五
分　
　

一
、
五
嶋
鯣
五
連　

代
三
拾
八
匁
五
分

　

一
、
立
足
台
弐
枚　

代
拾
六
匁
五
分　

一
、
扇
子
三
本
入　

弐
箱
台
共　

代
六
匁
五
分

　

一
、
人
足　

代
五
匁
五
分

　

〆
百
五
拾
四
匁
六
分

　
　
　

内

　

一
、
弐
拾
三
匁
六
分
四
厘　

西
組　
　

一
、
弐
拾
五
匁
壱
分　

同
組

　

一
、
四
拾
六
匁
壱
分
弐
厘　

東
組　
　

一
、
九
匁
五
分
弐
厘　

同
組

　

一
、
拾
四
匁　

東
京
廻
り　
　
　
　
　

一
、
拾
四
匁
三
分
三
厘　

西
京
廻
り

　

一
、
弐
拾
弐
匁
八
厘　

丹
波
山
国
七
ヶ
村

　

一
、
青
銅
拾
五
貫
文　

代
百
七
拾
弐
匁
五
分　

　

右
者　

上
山
城
廿
四
ヶ
村
斗
り
江
高
割

　

一
、
三
拾
九
匁
七
厘　

西
組　

一
、
四
拾
壱
匁
四
分
八
厘　

同
組

　

一
、
七
拾
七
匁
弐
分
七
厘　

東
組　

一
、
拾
五
匁
七
分
七
厘　

同
組　

　
　

〆

　

一
、
青
銅
七
貫
五
百
文　

代
八
拾
六
匁
弐
分
五
厘
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【表】「萬事覚書」「萬記録書」記載の朝廷吉凶時実施献上一覧
年 月 事項 分類 備考

１ 明和７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
２ 天明７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
３ 文化14 ３ 光格天皇譲位につき献上（禁裏御所） Ｂ
４ ３ 光格天皇譲位につき献上（仙洞御所） Ｂ
５ ９ 仁孝天皇即位につき献上 Ｂ
６ 12 鷹司繋子女御宣下につき献上 ｂ
７ 文政元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
８ ９ 大嘗祭悠紀斎田奉仕 Ａ
９ 文政元～3年頃 11 疱瘡につき献上 Ｃ 罹患者不明
10 文政３ ５ 女御鷹司繋子若宮出産につき献上 Ｃ

11 文政８ ８ 鷹司祺子入内につき献上 ｂ 鷹司繋子の薨去によ
り後添いで入内

12 文政12 12 女御鷹司祺子姫宮出産につき献上 Ｃ
13 天保11 ３ 統仁親王立坊につき献上 Ｃ のちの孝明天皇
14 天保15 ３ 統仁親王元服につき献上 Ｃ
15 弘化３ １ 仁孝天皇崩御に伴う人足代支払 Ｂ
16 ４ 孝明天皇践祚につき献上 Ｂ
17 弘化４ ９ 孝明天皇即位につき献上 Ｂ
18 嘉永元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
19 12 大嘗祭につき献上 Ａ
20 12 九条夙子女御宣下につき献上 Ｂ
21 嘉永３ 11 女御九条夙子姫宮出産につき献上 Ｃ

22 嘉永７ ４ 御所類焼につきご機嫌伺いとして献
上 Ｄ

23 ４ 御所類焼につき見舞金上納 Ｄ
24 安政２ 11 御還幸につき献上 Ｄ
25 文久元 10 和宮東下につき献上 Ｃ
26 10 和宮東下に荷物持として供奉 Ｃ 14名
27 文久２ １ 和宮結婚につき献上 Ｃ
28 慶応４ １ 明治天皇元服につき献上 Ｂ
29 ８ 明治天皇即位につき献上 Ｂ
30 明治２ １ 一条美子入内につき献上 Ｂ
Ａ＝大嘗祭、Ｂ＝皇位交代（b はそれにともなう妃の入内）、Ｃ＝皇子女の誕生・通
過儀礼・結婚、   Ｄ＝御所類焼
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の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
、
七
ヶ
村
が
献
上
し
な
か
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
他
の
地
域
か
ら
献
上
が
な
さ
れ
て
い
た
も

の
と
想
像
さ
れ
る
。

３
．
朝
廷
吉
凶
時
の
献
上

　

七
ヶ
村
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
年
頭
・
八
朔
御
礼
と
新
嘗
祭
へ
の
米
粟
献
上
、
そ
し
て
前
稿
で
論
じ
た
鮎
献
上
13
以
外
に
も
、
朝
廷

の
吉
凶
時
に
献
上
を
行
っ
て
い
た
。

　
【
表
】
は
、「
萬
事
覚
書
」「
萬
記
録
書
」
の
中
か
ら
、
朝
廷
吉
凶
時
に
行
わ
れ
た
献
上
に
つ
い
て
抜
き
出
し
、
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

合
計
で
三
十
件
の
臨
時
献
上
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
を
便
宜
上
、
Ａ
大
嘗
祭
、
Ｂ
皇
位
継
承
（
ｂ
は
そ
れ
に
と
も
な
う
妃
の

入
内
）、
Ｃ
皇
子
女
の
誕
生
・
通
過
儀
礼
・
婚
礼
、
Ｄ
御
所
類
焼
、
の
四
つ
に
分
類
し
て
み
る
と
、
Ａ
＝
六
件
、
Ｂ
＝
十
二
件
、
Ｃ
＝
九
件
、

Ｄ
＝
三
件
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
Ａ
〜
Ｃ
は
広
い
意
味
で
の
皇
位
の
継
承
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
三
つ
は
同
じ

性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ｃ
の
う
ち
、
皇
子
女
の
誕
生
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
と
、「
萬
事
覚
書
」「
萬
記
録
書
」
の
両
冊
が
カ
バ
ー
す
る
明
和
〜
明
治
期
の

皇
子
女
出
生
件
数
は
計
三
五
件
で
あ
り
14
、
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
【
表
】
に
見
ら
れ
る
三
件
と
は
、
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
上

記
期
間
中
の
天
皇
の
正
妻
で
あ
る
中
宮
・
女
御
の
出
産
は
計
十
件
で
あ
り
、【
表
】
に
出
て
く
る
鷹
司
繁
子
の
出
産
は
、
そ
の
期
間
の
中

宮
・
女
御
の
出
産
と
し
て
は
六
件
目
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鷹
司
繁
子
の
出
産
以
降
、
七
ヶ
村
は
中
宮
・
女
御
の
出
産
三
件
（
鷹
司
祺
子

一
件
、
九
条
夙
子
二
件
）
の
う
ち
、
二
件
に
つ
い
て
献
上
を
行
っ
て
い
る
。
以
上
の
事
を
ま
と
め
る
と
、
皇
子
女
出
生
へ
の
献
上
は
中
宮
・

女
御
と
い
う
高
位
の
人
物
に
よ
る
出
産
に
限
り
、
か
つ
そ
れ
は
文
政
年
間
以
降
に
志
向
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

七
ヶ
村
か
ら
天
皇
・
朝
廷
へ
の
献
上
行
為
に
つ
い
て
一
覧
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
一
連
の
献
上
の
多
く
は
山
国

七
ヶ
村
だ
け
が
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
七
ヶ
村
と
同
じ
安
永
年
間
に
禁
裏
御
料
と
な
っ
た
地
域
（
い
わ
ゆ
る
増
御
料
）
と
共
同
で
行
わ

れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

（ 7 ）

【表】「萬事覚書」「萬記録書」記載の朝廷吉凶時実施献上一覧
年 月 事項 分類 備考

１ 明和７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
２ 天明７ ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
３ 文化14 ３ 光格天皇譲位につき献上（禁裏御所） Ｂ
４ ３ 光格天皇譲位につき献上（仙洞御所） Ｂ
５ ９ 仁孝天皇即位につき献上 Ｂ
６ 12 鷹司繋子女御宣下につき献上 ｂ
７ 文政元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
８ ９ 大嘗祭悠紀斎田奉仕 Ａ
９ 文政元～3年頃 11 疱瘡につき献上 Ｃ 罹患者不明
10 文政３ ５ 女御鷹司繋子若宮出産につき献上 Ｃ

11 文政８ ８ 鷹司祺子入内につき献上 ｂ 鷹司繋子の薨去によ
り後添いで入内

12 文政12 12 女御鷹司祺子姫宮出産につき献上 Ｃ
13 天保11 ３ 統仁親王立坊につき献上 Ｃ のちの孝明天皇
14 天保15 ３ 統仁親王元服につき献上 Ｃ
15 弘化３ １ 仁孝天皇崩御に伴う人足代支払 Ｂ
16 ４ 孝明天皇践祚につき献上 Ｂ
17 弘化４ ９ 孝明天皇即位につき献上 Ｂ
18 嘉永元 ９ 大嘗祭につき用木調進 Ａ
19 12 大嘗祭につき献上 Ａ
20 12 九条夙子女御宣下につき献上 Ｂ
21 嘉永３ 11 女御九条夙子姫宮出産につき献上 Ｃ

22 嘉永７ ４ 御所類焼につきご機嫌伺いとして献
上 Ｄ

23 ４ 御所類焼につき見舞金上納 Ｄ
24 安政２ 11 御還幸につき献上 Ｄ
25 文久元 10 和宮東下につき献上 Ｃ
26 10 和宮東下に荷物持として供奉 Ｃ 14名
27 文久２ １ 和宮結婚につき献上 Ｃ
28 慶応４ １ 明治天皇元服につき献上 Ｂ
29 ８ 明治天皇即位につき献上 Ｂ
30 明治２ １ 一条美子入内につき献上 Ｂ
Ａ＝大嘗祭、Ｂ＝皇位交代（b はそれにともなう妃の入内）、Ｃ＝皇子女の誕生・通
過儀礼・結婚、   Ｄ＝御所類焼
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２
．
新
嘗
祭

　

新
嘗
祭
と
は
、
天
皇
が
御
所
の
宮
殿
の
一
つ
で
あ
る
神
嘉
殿
に
お
い
て
歴
代
天
皇
の
霊
を
含
め
た
天
神
地
祇
に
新
穀
を
供
え
、
ま
た
自

ら
も
食
し
て
そ
の
収
穫
を
祝
う
年
中
行
事
で
あ
る
。
御
花
園
天
皇
在
位
中
の
寛
正
四
年
（
一
四
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
の
を
最
後
に
長
ら

く
儀
式
は
中
絶
し
て
い
た
が
、
東
山
天
皇
在
位
中
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
大
嘗
祭
が
再
興
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
翌
元
禄
元
年
（
一

六
八
八
）
に
新
嘗
御
祈
と
し
て
復
活
、
桜
町
天
皇
在
位
中
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
正
式
に
再
興
さ
れ
た
10
。

　

こ
の
新
嘗
祭
に
対
し
、
山
国
七
ヶ
村
か
ら
は
米
と
粟
を
献
上
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。「
萬
事
覚
書
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
献
上
さ
れ
た

の
は
次
の
品
々
で
あ
る
11
。

　
　
　
　
　
　

新
嘗
会
粟
米　

調
扣

　
　
　

一
、
米
五
升　

青
米
し
い
な
も
み
ヲ
撰
出

　
　
　

一
、
粟
五
升　

ぬ
か
ち
り
ヲ
撰
ひ
だ
し

　

一
、
紙
袋　

片
折
紙
ニ
而
横
幅
八
寸
三
分　

長
サ
弐
尺
余

　

一
、
俵　

長
サ　

壱
尺
三
寸　

ふ
の
間
四
寸
ツ
ヽ
四
通
リ　

あ
み
幅
弐
尺
位

　

一
、
さ
ん
俵　

指
わ
た
し
五
尺
六
寸

　
　
　
　

右
竹
馬
ニ
乗十

月
廿
五
日
迄
ニ

せ
指
上
申
也

　

阪
本
是
丸
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
七
ヶ
村
か
ら
の
米
粟
献
上
は
元
禄
元
年
の
新
嘗
御
祈
の
開
始
よ
り
実
施
さ
れ
、
慶
応
三
年
実
施

の
新
嘗
祭
で
も
確
認
で
き
る
と
い
う
12
。
一
方
、「
萬
事
覚
書
」、
な
ら
び
に
そ
の
続
編
で
あ
る
「
萬
記
録
書
」
に
は
、
前
者
の
冒
頭
部
分

に
右
に
引
用
し
た
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
年
ご
と
の
記
録
の
中
で
新
嘗
祭
へ
の
米
粟
献
上
が
確
認
で
き
る
の
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五

三
）、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
〜
明
治
三
年
の
七
年
分
に
限
る
。
天
皇
や
京
都
代
官
な
ど
の
身
分
的
上
位
者

へ
の
献
上
行
為
を
編
年
式
に
記
録
し
た
両
史
料
の
性
格
上
、
献
上
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
載
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
想

定
し
に
く
い
。
七
ヶ
村
に
よ
る
新
嘗
祭
へ
の
米
粟
献
上
は
、
元
禄
期
以
来
年
中
行
事
的
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
朝
廷
側
か
ら

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
行
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
嘗
祭
に
お
い
て
米
粟
は
七
ヶ
村
の
献
上
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
必
須
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一
、
立
足
台　

弐
枚　

代
拾
五
匁
七
分　
　

一
、
持
人
足　

代
六
匁

　
　
　
　

但
し
惣
銭
除
差
代
封
印
代
共

　
　
　
　
　

青
銅
三
貫
五
百
四
拾
三
文　

　
　
　
　
　

代
四
拾
匁
八
分

　
　
　

合
銀
百
八
拾
七
匁
弐
分

　
　
　
　
　
　
　

弐
ツ
割

　
　
　

右
之
通
御
座
候　

以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
日
付
・
差
出
・
宛
名
省
略
）

　
　
　
　
　

八
朔
御
献
上
物
入
用
覚

　
　

一
、
上
諸（

諸
白
）酒　

壱
斗
四
升　

代
五
拾
弐
匁　

一
、
御
樽　

壱
荷　

代
拾
九
匁
五
分

　
　

一
、
昆
布　

三
連　

代
八
匁
七
分　
　
　
　

一
、
五
陽
鰹　

弐
連　

代
弐
拾
匁
七
分

　
　

一
、
立
足
台　

弐
枚　

代
拾
五
匁
七
分　
　

一
、
持
人
足　

代
六
匁

　
　
　
　

但
し
惣
銭
さ
し
代
封
印
代
共

　
　

一
、
青
銅
三
貫
五
百
四
拾
三
文

　
　
　
　

代
四
拾
匁
八
分

　
　
　

合
百
八
拾
九
匁
七
分　

　
　
　

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
日
付
・
差
出
・
宛
名
省
略
）

　

以
後
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
至
る
ま
で
、
毎
年
の
年
頭
と
八
朔
に
は
右
に
記
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
金
品
（
魚
の
種
類
は
変

化
あ
り
）
が
献
上
さ
れ
続
け
る
。
翌
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
な
る
と
、
年
頭
御
礼
は
例
年
通
り
行
わ
れ
た
も
の
の
、
八
朔
に
つ
い
て

は
挨
拶
の
み
が
許
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
こ
の
形
式
は
天
皇
が
東
京
へ
移
動
し
た
翌
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
も
踏
襲
さ
れ
る
が
、
そ

れ
以
降
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
８
。
鮎
献
上
が
行
わ
れ
た
の
も
同
年
が
最
後
で
あ
る
の
で
9
、
お
そ
ら
く
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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「
山
国
七
ヶ
村
」
と
略
記
）
の
住
民
達
が
、
打
診
に
対
し
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
大
嘗
祭
と
い
う
臨

時
の
祭
祀
だ
け
に
目
を
向
け
て
い
て
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
住
民
達
の
対
応
の
意
味
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
本

稿
で
は
、
斎
田
選
定
打
診
以
外
の
機
会
に
七
ヶ
村
住
民
が
天
皇
・
朝
廷
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
ま

ず
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
嘉
永
期
大
嘗
祭
に
関
し
て
は
、
丹
波
国
船
井
郡
並
河
村
（
現
京
都
府
亀
岡
市
大
井
町
。
当
時
除

御
料
4
）
が
鳥
居
村
と
同
時
に
斎
田
選
定
の
打
診
を
受
け
て
い
た
。
嘉
永
期
に
つ
い
て
は
、
山
国
七
ヶ
村
だ
け
で
な
く
、
並
河
村
の
対
応

に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
議
論
し
て
い
き
た
い
。

一
、
山
国
七
ヶ
村
と
天
皇
・
朝
廷

　

ま
ず
、
大
嘗
祭
以
外
の
機
会
に
お
け
る
山
国
七
ヶ
村
と
天
皇
・
朝
廷
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
こ
う
。
た
だ
し
、
鮎
献
上
に

つ
い
て
は
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
5
の
で
割
愛
す
る
。

１
．
年
頭
・
八
朔
御
礼

　

天
明
年
間
よ
り
作
成
が
開
始
さ
れ
た
「
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
禁
裏
御
料
七
箇
村　

諸
式
定
書　

萬
事
覚
書
」
6
（
以
下
、「
萬
事
覚
書
」

と
略
記
）
と
題
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
山
国
七
ヶ
村
は
自
村
の
領
主
で
あ
る
天
皇
に
対
し
、
一
年
の
年
頭
と
八
朔
に
御
礼

献
上
を
行
う
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
献
上
が
い
つ
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
何
を
献
上
し

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
文
政
期
以
前
は
現
状
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
よ
り
献
上
物
が
具
体

的
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
7
。

　
　
　
　
　

文
政
十
一
年
子
正
月　

御
献
物
入
用
覚

　
　

一
、
上
諸
白　

壱
斗
四
升　

代
五
拾
弐
匁　

一
、
御
樽　

壱
荷　

代
拾
九
匁
五
分

　
　

一
、
昆
布　

三
連　

代
八
匁
七
分　
　
　
　

一
、
塩
鯛　

三
尾　

代
四
拾
四
匁
五
分
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同
じ
天
皇
就
任
儀
礼
で
あ
る
即
位
礼
と
の
違
い
と
し
て
は
、
前
者
が
代
替
わ
り
を
社
会
に
向
け
て
発
信
す
る
い
わ
ば
外
向
き
の
儀
式
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
御
所
内
に
特
設
さ
れ
た
宮
殿
の
中
で
天
皇
が
一
人
で
儀
式
を
行
う
と
い
う
内
向
き
の
儀
式
＝
秘
儀
で
あ
っ
た

こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
の
儀
式
の
特
殊
性
を
重
視
し
、
大
嘗
祭
を
天
皇
就
任
儀
礼
中
最
重
要
の
儀
式
で
あ
る
と
見

る
向
き
も
多
い
。

　

し
か
し
、
大
嘗
祭
が
そ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
る
一
方
で
、
同
祭
祀
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
研
究
は
、
決
し
て
豊
富
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
国
郡
卜
定
に
よ
り
畿
外
に
定
め
ら
れ
た
悠
紀
・
主
基
の
両
斎
田
か
ら
大
嘗
祭
で
用
い
る
米
を
収
穫
す
る
儀
式
で

あ
る
抜
穂
の
儀
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
大
嘗
祭
と
い
う
祭
祀
を
特
色
づ
け
る
重
大
な
儀
式
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
近
世
以
降
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
高
木
博
志
「
大
嘗

祭
斎
田
抜
穂
の
儀
の
歴
史
的
変
遷
」
2
は
、
近
世
後
期
か
ら
平
成
の
大
嘗
祭
の
中
で
実
施
さ
れ
た
抜
穂
の
儀
の
特
徴
を
概
括
し
、
そ
こ
に

携
わ
る
人
物
や
実
施
さ
れ
る
儀
式
の
内
容
が
時
代
状
況
に
あ
わ
せ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
た
、
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
た

だ
、
時
代
ご
と
の
変
化
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
研
究
で
あ
っ
た
た
め
、
個
々
の
抜
穂
の
儀
の
実
態
に
つ
い
て
特
に
掘

り
下
げ
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
方
、
筆
者
は
か
つ
て
、
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
郷
（
現
京
都
府
京
都
市
右
京
区
京
北
）
を
事
例
に
中
世
〜
現
代
の
民
衆
の
天
皇
・
朝
廷

認
識
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
た
共
著
書
3
の
中
で
、
文
政
期
と
嘉
永
期
の
二
つ
の
大
嘗
祭
（
同
時
代
史
料
で
は
「
大
嘗
会
」
と
記
述
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
史
料
引
用
以
外
は
す
べ
て
「
大
嘗
祭
」
と
表
記
す
る
）
で
主
基
斎
田
選
定
に
つ
い
て
の
打
診
を

受
け
た
こ
の
地
域
の
住
民
達
の
対
応
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
、
紙
幅
の
関
係
で
十
全
な
検
討
を
行
う
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
実
態
を
充
分
に
あ
き
ら
か
に
で
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
加
え
て
、
そ
の
後
の
調
査
の
中
で
新
た
な
史
料
を
複
数
見

出
し
、
右
の
共
著
書
執
筆
の
段
階
で
は
不
明
で
あ
っ
た
事
実
も
多
く
わ
か
っ
て
き
た
。
斎
田
選
定
打
診
に
対
す
る
こ
の
地
域
の
住
民
達
の

対
応
に
つ
い
て
ま
と
め
直
す
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
な
作
業
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
文
政
期
・
嘉
永
期
の
二
つ
の
大
嘗
祭
抜
穂
の
儀
に
関
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
主
基
斎
田
選
定
の
打
診
を
受
け
た
鳥
居
村
、

な
ら
び
に
同
村
を
含
め
た
山
国
郷
内
禁
裏
御
料
七
ヶ
村
（
鳥
居
・
井
戸
・
塔
・
小
塩
・
上
黒
田
・
黒
田
宮
・
下
黒
田
の
七
ヶ
村
。
以
後
、
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近
世
後
期
大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀
と
地
域
社
会

│
丹
波
国
桑
田
郡
鳥
居
村
（
山
国
郷
内
禁
裏
御
料
七
ヶ
村
）、
船
井
郡
並
河
村
の
事
例
か
ら
│

𠮷　

岡　
　
　

拓

キ
ー
ワ
ー
ド
：
大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀　

主
基
斎
田　

禁
裏
御
料　

鳥
居
村
（
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
郷
内
禁
裏
御
料
七
ヶ
村
）　

並
河
村

は
じ
め
に

　

大
嘗
祭
は
、
即
位
礼
実
施
の
翌
年
（
七
月
以
前
に
受
禅
即
位
が
な
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
年
）
の
十
一
月
卯
日
に
大
嘗
宮
の
悠
紀
殿
・
主

基
殿
に
て
新
穀
を
皇
祖
・
天
神
地
祇
に
供
え
、
ま
た
新
天
皇
自
身
も
食
べ
、
国
家
安
寧
と
五
穀
豊
穣
を
祈
る
儀
式
で
あ
る
。
天
武
・
持
統

天
皇
の
時
代
（
六
七
〇
〜
九
〇
年
代
）
に
成
立
し
、
御
土
御
門
天
皇
即
位
後
の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
実
施
さ
れ
て
以
降
、
二
二
〇

年
に
わ
た
り
中
絶
す
る
も
、
東
山
天
皇
即
位
後
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
再
興
。
後
継
の
中
御
門
天
皇
の
時
に
は
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
そ
の
後
継
の
桜
町
天
皇
即
位
後
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
再
々
興
さ
れ
、
以
後
は
今
日
に
至
る
ま
で
実
施
さ
れ
続
け
て

い
る
。

　

大
嘗
祭
で
行
わ
れ
る
儀
式
は
、
毎
年
実
施
さ
れ
る
新
嘗
祭
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
部
分
も
多
い
も
の
の
、
①
祭
祀
に
用
い
る
稲
は
国

郡
卜
定
の
上
、
畿
外
の
公
田
か
ら
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
天
皇
一
人
で
の
実
施
、
す
な
わ
ち
親
祭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
代

役
を
立
て
ら
れ
な
い
祭
祀
で
あ
る
こ
と
、
以
上
二
点
に
お
い
て
、
大
嘗
祭
の
祭
祀
と
し
て
の
独
自
性
は
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
1
。
ま
た
、
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